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（1） 新潟市移動等円滑化基本構想の策定趣旨 

本市は、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する

法律」〔平成12年（2000年）11月施行〕に基づいて、市町村合併前の旧新潟市では平成15年

に「新潟市交通バリアフリー基本構想」を策定、旧亀田町では平成14年に「かめだまち移動円

滑化基本構想」を策定し、利用者の多い旅客施設を中心に重点整備地区を設定し、バリアフリ

ー化に取り組んできました。 

また、平成28年（2016年）4月には、「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまち

づくり条例」を施行し、事業者への合理的配慮の提供の義務化に合わせて、障がいや障がいの

ある人に対する市民の理解を深め、本市に住む誰もが生き生きと安心して暮らせる共に生き

る社会（共生社会）の実現に向けて取り組んできました。 

その後、平成30年（2018年）11月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律の一部を改正する法律」が施行され、市町村による移動等円滑化促進方針及び基本

構想の作成が努力義務化されました。 

本市では、このようなバリアフリー化の取り組みや関係法令の変遷を背景とし、これまでに

策定した基本構想を踏襲しながら、誰もが快適に過ごせるまちの実現に向けて、市内全区へ

のバリアフリー化を展開することを目的とした「新潟市移動等円滑化促進方針（以下、「促進方

針」という。）」を令和6年9月に策定しました。 

この促進方針で掲げる本市のバリアフリー化の「目指す方向性」や「基本理念」に基づき、各

地区の特性にあわせた重点的・一体的なバリアフリー化を推進していくため、各関係者による

具体な事業計画（アクションプラン）を示す「新潟市移動等円滑化基本構想（以下、「基本構想」

という。）」の策定を行うこととしました。 

 

注：本市では「障がい」と表記することを原則としています。ただし、法律などで決まった名称中の「障害」はその

ままとします。 
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■目指す方向性と基本理念（新潟市移動等円滑化促進方針より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 目指す方向性と基本理念  

●建物や道路など、施設の新設・改良・維持管理時におけるバリアフリー化の推進 

●地形や気候、地域特性を考慮したバリアフリー化の推進 

●官民協力による相互連携のもと、連続的・一体的なバリアフリー化の推進 

●最新の ICT の導入を踏まえたバリアフリーの検討 

●心のバリアフリーへの理解を深める取り組みの推進 

ねらい・視点 

課 題 

課題１．バリアフリー化整備の対象範 

囲が限定的 

課題２．誰もが利用しやすい通路・施 

設として一部不十分 

課題３．公共交通車両のバリアフリー 

化が一部不十分 

課題４．新技術を導入したまちの整 

備が進んでいない 

課題５．心のバリアフリーに対する理 

解の不足 

課題６．協働によるバリアフリー化整 

備に関するルールがない 

目指す方向性 

目指す方向性１ 

誰もが快適で安全に利用できる移動空間

の形成 

目指す方向性２ 

施設のバリアフリー化と連続性のある安 

心・安全な移動経路の確保 

目指す方向性３ 

市民や民間企業との連携・協働によるソフ

ト面の段階的・弾力的な取り組みの推進 

目指す方向性４ 

社会情勢の変化を見据えた継続的な改善

の推進 

目指す方向性５ 

心のバリアフリーへの意識の醸成とサポー

ト環境づくり 

誰もが快適で安全に行動でき、安心して暮らせるまちづくり 

基 本 理 念 
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（2） 新潟市移動等円滑化基本構想の位置づけ 

基本構想では、促進方針を踏まえ事業を実施するエリアとなる「重点整備地区」の設定や重

点整備地区内で各事業主体が具体に実施する「特定事業」の位置づけを行い、バリアフリー化

の進捗を図ります。 

なお、基本構想が策定された後には、バリアフリー法※第２８条～第３６条２により、各事業

主体は「特定事業計画」を作成し、これに基づき事業を実施していきます。 

※バリアフリー法：「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 新潟市移動等円滑化基本構想の位置づけ 

基づく 

基づく 

新潟市移動等円滑化促進方針 

基本理念・目指すべき方向性 

移動等円滑化促進地区 など 

新潟市移動等円滑化基本構想 

（ 重点整備地区・特定事業 など ） 

特定事業計画 

新潟市総合計画 2030 

（基本構想・基本計画・実施計画） 

(                 ) 
基づく 
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（3） 目標年次（計画期間） 

基本構想の計画期間は、促進方針と整合を図り、2033年度（令和15年度）を目標年次と

します。 

また、各種事業の進捗や社会情勢の変化などを踏まえ、2029年度（令和11年度）に中間

評価、2033年度（令和15年度）に最終評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 計画期間 

 

2021年 

以前 

2022年 

(R4) 

2023年 

(R5) 

2024年 

(R6) 
2025年 

(R7) 

2026年 

(R8) 

2027年 

(R9) 

2028年 

(R10) 

2029年 

(R11) 

2030年 

(R12) 

2031年 

(R13) 

2032年 

(R14) 

2033年 

(R15) 

中間 
評価 

最終 
評価 

新潟市移動等円滑化促進方針（R6～R15） 

新潟市移動等円滑化基本構想 

（R8～R15） 
新潟市交通バリアフリー基本構想 

かめだまち移動円滑化基本構想 


